
議案第102号

令和8年度川崎市一般会計補正予算

令和8年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正）

第1条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ60,784千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ937, 692, 697千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正）

第2条既定の債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正）

第3条既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和8年6月1日提出

川崎市長福田紀彦



第1表 歳入歳出

歳入

款　項

17 国庫支出金

2国庫補助金

1基金繰入金

歳 出

款 項

5健康福祉費

4老人福祉費

予 算 補

正

補正前の額
計

千円

180, 238, 732

千円

36, 437

千円

180, 275,169

31,387, 646 36, 437 31,424, 083

66, 482, 512 27, 779 66, 510, 291

63, 007, 631 27, 779 63, 035, 410

75, 688, 000 △ 125, 000 75, 563, 000

75, 688, 000 △ 125, 000 75, 563, 000

937, 753, 481 △ 60, 784 937, 692, 697

補正前の額

計

千円

183, 074, 758

千円

△ 70, 784

千円

183, 003, 974

21,654, 020 △ 70, 784 21，583, 236

20, 045, 838 10, 000 20, 055, 838

20, 045, 838 10, 000 20, 055, 838

937, 753, 481 △ 60, 784 937, 692, 697



第2表 債務負担行為補正

変更

事項

期間限度額 期間限度額

令和8年度民間特別養護

老人ホーム等整備事業費

令和8年度から

令和10年度まで

千円

501，760 令和8年度から

令和11年度まで

千円

627, 200

令和8年度公共施設

管理運営事業費

令和8年度から

令和13年度まで

11，508, 832 令和8年度から

令和15年度まで

12,172, 379



変更

第3表 地方債補正

起債の目的

補正前の額補正額補正後の額

老人福祉総務事業

千円

135, 000

千円

△ 125,000

千円

10, 000

地方債総合計75, 688, 000 △ 125,000 75, 563, 000


